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１ 

第 1号議案  令和６年度事業活動報告並びに決算報告 

１． 令和６年度事業活動報告 

No. 区  分 内          容 

1  世話人会 

 4 月 16 日(火) 14 時から県国際交流協会団体小交流室におい

て、令和６年度第 1回世話人会を開催し、第 17 回総会と講演会

を 5月 21 日(火)午後 2時から開催することとしました。 

２ 
啓発活動 

（尾張班） 

5 月 3 日(祝)「2024 いちのみやリバーサイドフェスティバル」

において、尾水事務所に協力して水道 PR 活動を行いました。                  

日 時：5月 3日(祝)9:30～16:30        （尾張班 4名参加） 

場 所：木曽三川公園三派川地区センター 

活動内容：給水車による応急給水体験、あいちの水・コースタ

ーの配布等 

3 
環境保全 

活動 

「木祖村友愛会」による植樹活動に参加しました。 

日時：5月 18 日(土)          （参加人数：4名） 

場所：長野県木祖村   活動内容：楓の植樹 

4 
 総 会  

講演会 

5 月 21 日(火) 午後２時より第 17 回総会及び講演会を開催し

ました。（参加者 40 名） 

場 所：名古屋市市民活動推進センター集会室 

内 容：定例総会（議案書の審議） 

講 演：講師：建設局上下水道課指導管理室職員   

 演題：「最近の水道行政の話題について」 

5 世話人会 

 5 月 21 日(火) 総会終了後に同会場にて、新世話人による令

和６年度第 2回世話人会を開催しました。 

議題：木祖村水源地環境保全活動、事業計画推進体制等  

6 
啓発活動 

（三河班） 

5 月 25～26 日豊川市「おいでん祭り」において、東水事務所

に協力して水道 PR 活動を行いました。(三河班計 4名参加) 

日 時：5月 25 日(土)・26 日(日)10 時～16 時 

場 所：豊川市民球場グランド 

活動内容：水道クイズ、パネル展示、あいちの水の配布等  

7 
啓発活動 

（尾張班） 

水道週間に先立ち、尾水事務所に協力して街頭 PR 活動を行い

ました。               (尾張班 5名参加） 

日時：5月 27 日(月)10 時半～14 時半 

場所：(午前)近鉄蟹江駅前    (午後)海部総合庁舎 

活動内容：あいちの水、チラシの配布等 

 



２ 

No. 区  分 内          容 

8 
啓発活動 

（三河班） 

水道週間に先立ち東水事務所及び西水事務所に協力して街頭 PR

活動を行いました。         （三河班計 5名参加） 

[東三河地区] 5 月 29 日(水)午前 7時 45 分～ 

 豊橋駅東口（参加者 2名） 

活動内容：あいちの水、チラシの配布等 

[西三河地区] 5 月 31 日(金)午前 10 時～ 

      イトーヨーカドー安城店（参加者 3名） 

活動内容：あいちの水、給水袋、チラシ配布 

9 
啓発活動 

（愛水班）  

水道週間に先立ち愛水事務所に協力して街頭 PR 活動を行いまし

た。                （愛水班計 7名参加） 

[尾張旭地区] 5 月 30 日(木)午後４時～ 

      名鉄尾張旭駅前(参加者 4名) 

[知多地区] 5 月 31 日(金)午後 4時～ 

       名鉄太田川駅前（参加者 3名） 

活動内容：あいちの水、チラシの配布等 

10 世話人会 

8 月 20 日(火) 午後２時より県国際交流協会団体小交流室にお

いて、令和 6年度第 3回世話人会を開催しました。 

議題：秋期研修会企画案の検討等  

11 
防災訓練 

(尾張班)  

9 月 4 日(水)に尾水事務所が、小牧広域調整池で実施した地震

防災訓練に、尾張班の会員 4名が参加しました。  

12 世話人会 

９月 24 日(火) 午後２時より県国際交流協会団体小交流室にお

いて、令和 6年度第４回世話人会を開催し、秋期研修会の概要

を決定しました。 

13 
秋期研修会

（尾張班） 

秋期研修会を下記のとおり開催しました。（参加会員 32 名） 

日 時：11 月 12 日(火)  

金山駅(9:45 集合)～名古屋駅(16:00 解散) 

【研修内容】 

新たに尾張旭出張所敷地内に整備された愛知県企業庁の水道災

害活動拠点及び管路研修施設の視察等 

➀水道災害活動拠点の視察 

②管路研修施設の視察 

③しだみ古墳群ミュージアム見学 

④屋外古墳ガイドツアー 

※研修終了後自由参加の懇親会を開催（参加会員 30 名)  

14 
防災訓練 

(愛水班)  

11 月 22 日(金)に愛水事務所尾張旭出張所と県水道北部ブロッ

ク協議会が瀬戸広域調整池で開催した合同防災訓練に、愛水班

(尾張旭地区)の会員 3名が参加しました。  
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No. 区  分 内          容 

15 世話人会 

12 月 17 日(火) 午後２時より県国際交流協会団体小交流室にお

いて、令和 6年度第 5回世話人会を開催し、冬期研修会の概要

を決定しました。 

16 その他 
1 月 22 日(水)にフジクリーン工業㈱の広報誌「水の話」(春号)

への活動紹介掲載の取材を受けました。（代表、事務局対応） 

17 
冬期研修会 

（三河班） 

冬期研修会を下記のとおり開催しました。（参加会員等 42 名） 

日時：２月 4日(火)午後 2時～ 

場所：名古屋市市民活動推進センター集会室 

【研修内容】 

講演➀ 

 演題：「カーボンニュートラルあいち」の実現に向けた 

愛知県の取組について 

 講師：愛知県環境局職員 

講演② 

 演題：カーボンニュートラルの実現に向けた企業庁の取組 

～矢作川・豊川カーボンニュートラルプロジェクト～ 

 講師：愛知県県企業庁職員 

 

※研修終了後に自由参加による懇親会を開催（参加会員 29 名) 

18 
その他活動 

（愛水班） 

２月 5日(水)名古屋市南区の白水小学校において、(株)スミ設

備が主催した木曽川の源流木祖村から運んだ雪による滑り台作

りに参加しました。（愛水班会員 3名参加） 

19 
啓発活動 

（愛水班） 

3 月 1 日(土)午前 10 時から、佐布里池梅まつりに協賛して水

道事務所が主催する水道啓発活動（あいちの水配布・クイズラ

リー）に協力参加（4名）しました。  

20 世話人会 

 3 月 11 日(火) 午後２時より第 6回世話人会を開催しました。 

議 題：新規会員勧誘、第 18 回総会・講演会、世話人の交代等
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 １）収入の部                              （単位円） 

項 目 
予算額 

A 
決算額 

B 
対予算比 

B/A 
備 考 

本事業の事業収入 １５4,０００ １５４,０００ １００.０％ 
会費 2,000 円×75 人 
入会２,000 円×2 人 

備品購入負担金 ４,０００ ４,０００ １００.０％ 
帽子・安全ベスト等 
2,000 円×2 人 

活動参加費 ６８,０００ ６６,0００ ９７.１％ 

秋季研修会 2､000 円

×32 人 
環境保全活動 2,000 円 

前年度繰越金 ４４,９４３ ４４,９４３ １００.０％ 
 
 

その他 ５７ ２８ ４９.１％ 利息 

収入合計 ２７１,０００ ２６８,９７１ ９９.２％ 
 
 

 
 ２）支出の部                              （単位円） 

項 目 
予算額 

A 
決算額 

B 
対予算比 

B/A 
備 考 

(1)水道啓発活動費 １０,０００ ２,７９０ ２７．９％ お茶等補助 

(2)災害支援活動費 ６,０００ ０ ０％  

(3)研修等活動費 ２０５,０００ １８３,６００ ８９.６％ 
環境保全活動 
冬期研修会,秋期研修会  

(4)会議費 ２４,０００ ２８,７9０ １２０.０％ 
総会 
世話人会 

(5)備品購入費 １,０００ ０ ０％ 

 

(6)通信費 １０,０００ ５,2６３ ５２.６％ 
 
切手、はがき、封筒等 

(7)保険料 １３,０００ １２,６００ ９６.９％ 
 
ボランティア保険 

(8)事務費 １,０００ ０ ０％ 
 
 

(9)予備費 １,０００ ０ ０％ 
 
 

支出合計 ２７１,０００ ２３３,０４３ ８６.０％ 
 
 

  注）収支差金  ３５,９２８円は翌年度に繰越 
 
監査報告 
  任意団体愛水ボランティアの令和６年度収支決算について、証票ならびに関係書類を精査したと

ころ、適正に処理されていることを確認しました。 
      令和７年 4月 10 日     監査員   津田 健司     
 

２．令和 6 年度決算 



５ 

第２号議案  令和 7年度事業活動計画並びに予算 

 

１. 令和 7 年度事業活動計画 

 

１） 総会・講演会の開催 
 
開催日：令和 7年５月２0日（火） 

     場 所：名古屋市市民活動推進センター集会室 
（ナディアパーク デザインセンタービル６Ｆ） 

    議 題：1)令和６年度事業活動並びに決算報告 
      2)令和７年度事業活動計画並びに予算 

      3)役員の改選 

            4)その他 

  講演会：（講師）企業庁水道計画課職員 

      （演題）「最近の企業庁の取り組み」 
 
 

２）大規模地震時における水道実務経験者協力制度等に基づく活動 
（参加予定会員数延３０名） 

① 企業庁全体防災訓練 
 実施日：未定  
 場 所：未定 
 
② 水道事務所主催防災訓練 

      実施日：９月を中心に実施見込み 
 

３）啓発活動（参加予定会員数 延べ２０名） 
 

①  水道週間における企業庁のＰＲ活動の支援 

（県企業庁、愛知水と緑の公社との協働） 

 

実施日：５月～ 未定 

班  名 日    時 活 動 場 所 

愛水班 ５月  日( )  

５月  日( )  

(尾張旭地区)名鉄尾張旭駅前 

(知多地区) 名鉄太田川駅前 

尾張班 ５月  日( )  

 

 

三河班 

 

５月  日( )  

５月  日( )  

(西三河地区)ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ安城店 

(東三河地区)豊橋駅東口 

 

②  ５月３日（祝）  

「一宮リバーサイドフェスティバル」で企業庁と協働で啓発活動：尾張班  

③   ５月２４日(土)～２５(日） 

  豊川「おいでん祭」で企業庁と協働で啓発活動：三河班 

④  令和８年３月(予定) 

知多市佐布里池梅まつりで企業庁と協働で啓発活動：愛水班 

  



６ 

４） 環境保全事業 

 

① 水源地における環境保全活動 

 「木祖村友愛会※」の植樹活動や木曽川の清掃活動等に参加。 

実施日：５月 1７日(土) 

場 所：長野県木曽郡木祖村 

活動内容：植樹活動 

参加人数：５名 
※東海地区在住の木祖村関係者（出身者以外の者も入会可能）で構成。情報交換、親

睦のほかに木祖村発展に寄与する事業を行っている。 

 

② 清掃活動等各種イベント参加 

1) クリーンアップ大作戦 

        実施日：１０月（予定） 

        場所：矢作川(明治用水)、豊川、木曽川 

2) 水源等清掃活動 

        実施日：令和 8年２月（予定）  

        場所：佐布里水源の森、 

実施日：未定 

場所：浄水場等 

 
５)  その他の事業活動 

 
① 秋期研修会（参加予定会員数３０名） 

        開催時期：１１月中旬を予定 
        開催場所：未定  

② 冬期研修会（参加予定会員数４０名） 
開催時期：２月中旬を予定 

        開催場所：未定  
③  小学校での木祖村の雪を使用した滑り台作りに参加 
④  その他 

・世話人会を随時開催 

・ボランティア保険への加入 
 

  



７ 

２．令和７年度予算 
 
 １）収入の部                              （単位円） 

項 目 予算額 前年度決算額 備 考 

本事業の事業収入 １５０,０００ １５４,０００ 
会費 2,000 円×73 人 
入会 2 人 

備品購入負担金 ４,０００ ４,０００ 
帽子・安全ベスト・ジャンパー等 
 

活動参加費 ９５,０００ ６６,０００ 
環境保全活動 1,000×5 人 
秋期研修 3,000 円×30 人 

前年度繰越金 ３5,９２８ ４４,９４３ 
 
 

その他 ７２ ２８ 利息等 

収入合計 ２８５,０００ ２６８,９７１ 
 
 

 
 ２）支出の部                              （単位円） 

項 目 予算額 前年度決算額 備 考 

(1)水道啓発活動費 １０,０００ ２,７９０ 
 
お茶等補助等 

(2)災害支援活動費 ６,０００ ０  

(3)研修等活動費 ２１２,０００ １８３,６００ 

環境保全活動 28,000 円 
（相乗り車代 10,000 円×2 台, 

参加費 1,000 円×5 人,    
木祖村友愛会会費 3,000 円） 

秋期研修会 174,000 円 
冬期研修会  10,000 円 

(4)会議費 ３０,０００ ２８,７９０ 
総 会   10,000 円 
世話人会 20,000 円 

(5)備品購入費 １,０００ ０  

(6)通信費 １０,０００ ５,２６３ 
 
切手、はがき、封筒等 

(7)保険料 １４,０００ １２,６００ 
 
ボランティア保険 

(8)事務費 １,０００ ０ 
 
 

(9)予備費 １,０００ ０ 
 
 

支出合計 ２８５,０００ ２３３,０４３ 
 
 

   
  



８ 

 
第 3号議案 役員の改選 

 

１ 世話人の改選 

世話人 杉浦誠治が退任し、新たに杉本靖文が就任します。 

 なお、杉浦誠治は監査員に就任します。 

 

【令和７年度役員名簿】 

役名 氏  名 電話番号 携帯電話番号 担当班 備考 

世話人代表 種村 充誉広 052-652-6408 090-6579-8189 総括 愛水班 

世話人 森井 秀幸 052-774-3003 080-5291-1846 愛水班  

世話人 宇野 和峰 0594-31-3203 090-4229-8036 愛水班  

世話人 杉本 靖文 0587-84-2315 090-8459-8289 愛水班 新任 

世話人 小瀬村 昌治 0568-62-4620 090-5878-1230 尾張班  

世話人 長谷川 勝正 0568-68-2438 090-8670-6180 尾張班  

世話人 大藤 毅 0586-26-2557 090-7605-5053 尾張班  

世話人 近藤 修 0564-55-3631 090-7308-2416 三河班  

世話人 近藤 昭次 0567-25-9224 090-8135-9144 三河班  

世話人 尾平 淳一 052-505-2239 090-3481-9366 三河班  

 

２ 令和 7 年度体制について 

   本総会以降、世話人代表に種村充誉広が就任します。 

その他、会計 宇野和峰、監査員 杉浦誠治、事務局 小瀬村昌治、長谷川勝正が担当

します。 

  



９ 

その他 

 

１ 連絡体制と会員名簿 

１）連絡体制 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員数             （29 名）    （17 名）    （29 名） 合計 （75 名） 

  

２）会員名簿 

令和 7 年度愛水ボランティア会員名簿 

令和 7 年５月 20 日現在の会員総数 75 名 （新規会員は氏名欄に☆印、世話人は太字で表示） 

愛水班(29 名) 尾張班(17 名) 三河班(29 名) 

氏  名 氏  名 氏  名 氏  名 氏  名 

河村 民夫 堀端 繁春 脇田 惇一 黒田 節男 飯窪 正純 

野田 静市 加古 慶治 中野 秀秋 畔柳 良一 金子 實 

伊藤 和義 三輪 彰一 杉浦 美昭 松井 繁明 岩田 好夫 

今津  孝 舩木 堅太郎 川崎 宗雄 鈴木 清美 齋竹 龍雄 

森島 信雄 山田 良一 伊神 英治 中山 博人 小川  守 

倉田 弘志 工藤 通子 杉本  幸誠 近藤 博英 谷山 健二 

杉浦 誠治 森本 尚也 亀山 正広 前島 基樹 岡野 清彦 

西脇 幹人 田口 晶一 原田 宏 櫻井 勝 河邉 廣明 

鈴木 幹治 八木 裕嗣 白井 芳明 土井 政明 津田 健司 

森井 秀幸 森  文利 平松 尚司 杉浦  康夫 坂部 逸夫 

西  哲哉 吉野  健 小瀬村昌治 近藤  博信 ☆柴田 竜之  

伊藤 敏宏 寺田  壽 吉村 宗俊 伊奈 克芳   

 種村充誉広 長谷川勝正 古沢 猛   

  児玉 正三 大藤 毅 土井 康夫   

 宇野 和峰 尾平 淳一 近藤 修  

 杉本 靖文 山田 俊郎 梅村 年幸  

 塚原 康仁 ☆岩田 昭仁  近藤 昭次   

   山田 智久  

     

  総  計  75 名     

任意団体 愛水ボランティア 
     (世話人会) 
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１０ 

２ 最近の活動状況 

 

  ４月２２日（火）  世話人会（総会開催について） 

   ５月 ３日（祝）  「一宮リバーサイドフェスティバル」で啓発活動 

              （尾張班４名参加） 

   ５月１７日（土）  木祖村で環境保全活動（会員５名参加） 
 

 

 

 

３ その他 
 

 

任意団体「愛水ボランティア」設置規約 

（名 称） 

   第１条 本会は、任意団体「愛水ボランティア」と称する。 

（目 的） 

   第２条 本会は、愛知県企業庁の所管する「大規模地震時における水道実務経験者協力制度」（以下

「協力制度」という。）の効果的な運用を図るとともに水源環境の保全、水道についての啓発など

安全で安定した水道用水及び工業用水の供給に寄与することを目的とする。 

（会 員） 

   第３条 本会は、原則として愛知県企業庁の水道用水供給事業ならびに工業用水道事業に携わった

退職者のうち、本会の目的に賛同した者をもって構成する 

２ 本会への入退会については、世話人会の審議を経て決定する。 

（役 員） 

   第４条 本会を運営するため、世話人１０名程度を置くこととし、総会において選出する。そのうち 

1 名を世話人の互選により代表者とする。 

     ２ 代表者は本会の運営を総括する。 

     ３ 世話人は、代表を補助し、本会の運営上必要な事項について審議する。 

（会 議） 

   第５条 本会の運営状況の確認、会員相互の連携強化、情報交換等を図るため、年１回総会を開催 

    する。 

     ２ 本会の運営上必要な事項について審議するため、必要の都度世話人会を開催する。 

（業 務） 

   第６条 本会の目的を遂行するため、主体的活動として次の業務を行う。 

    ① 協力制度に基づく地震防災対策の支援 

    ② 環境保全事業 

    ③ 水道についての啓発活動 

    ④ その他水道事業の発展に資する各種支援事業 

（報酬等） 

   第７条 本会設置の趣旨に鑑み、活動に対する報酬は原則無償とする。 

（会 計） 

   第８条 本会運営上必要となる経費については、会費、寄付金等をもって充てる。 

     ２ 会費は、１人につき年額２，０００円とする。 

     ３ 会計年度は、４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（その他） 

   第９条 本会の事務局は、代表者宅とする。 

附則 

      １、この規約は、平成１９年１２月１日から施行する。 

    ２、この規約は、平成２０年４月１日から施行する。 

３、この規約は、平成２４年５月１５日から施行する。 

４、この規約は、令和 ５年５月２３日から施行する。 


